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外科／整形外科

　日常的な腰、膝の痛みなどの症状か
ら外傷まで幅広く診療しています。MRI
撮影、手のしびれに対する神経伝導速
度検査、リハビリテーションも可能で
す。救急車や近隣病院からの紹介患者
さんも積極的に受け入れております。
午後は、人工関節置換術や骨折などの
手術を行っています。特に膝疾患の手
術に関しては、「名医のいる病院 2023
整形外科編」、「名医のいる病院 2024整
形外科編」（医療新聞社発行）に紹介さ
れた医師が在籍しています。何か体の
痛みに関して困ったことがありました
らお気軽に受診ください。

整形外科医

嶋﨑 貴文
（整形外科の診察日
　：月～金（午前））

しま ざき たか ふみ

　当科では、消化器疾患の手術や急性
腹症、消化器癌、乳癌の診療、外傷診
療や熱傷、感染性粉瘤などの創傷処置
を行っています。現在、胆石症、鼠径
ヘルニア、虫垂炎、腸閉塞などの手術
を行っており、全身麻酔による腹腔鏡
下手術や緊急手術も行える体制を整え
ています。消化器癌や乳癌の診療にお
いては、診断、治療、緩和ケア、高次
医療機関へのご紹介など、安心してご
相談していただけるような診療を心が
けています。

外科医

三宅 徹郎
（外科の診察日
　：月～金（午前）
　 木（午後））

み やけ てつ ろう

公立病院としての役割を

果たすべく既存の診療を

更に強化し新たな診療科

を追加しました。

このコーナーでは各診療

科の医師をご紹介します
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　　国民健康保険の資格喪失後の病院受診にご注意ください！

Q.   �保険の変更後に、多久市の国保保険で医療機関
を受診した場合はどうなるの？

A.   �被保険者本人が多久市へ自己負担以外の金額
（ ７～ ８割）を支払い（返納金）、後日支払った
金額を新しく加入した健康保険に請求する手続
きが必要です。

　※�被保険者の同意と申請があれば多久市から新保
険者へ直接請求できる場合もあります

■健康保険の異動があった人
　�　受診月内であれば、医療機関などに新しい資格
確認書などを提示することで、手続きが不要にな
る場合があります。

　�　受診した医療機関に新しい資格確認書などを提
示し、変更になった日以降の請求先を多久市の国
保から、新しく加入した保険へ変更してもらいま
しょう。
■マイナ保険証を利用している人
　�　健康保険が切り替わっても引き続きマイナ保険
証を利用できます。

　�　ただし、健康保険が変更となる前後に医療機関
を受診する場合は、情報が更新されるまで数日か
かるため、医療機関窓口で保険が切り替わること
を必ず伝えましょう。

　国民健康保険の資格は、次に加入した社会保険などの資格取得日までさかのぼって喪失します。国民
健康保険の資格喪失には手続きが必要です。窓口のほか、郵送やインターネットからでも手続き可能な
場合があります。

問い合わせ 市民課 保険年金係　☎0952−75−2159


